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はじめに

県では、平成 18年をピークに飲酒運転事故件数、検挙件数とも減少傾向にあ

るものの未だ根絶には至っていません。

こうした状況をふまえ、飲酒運転の根絶のためには、公務に携わる者が率先

して取り組むことはもちろん、県民一人ひとりが飲酒運転は大切な命を奪う重

大な事故に直結する危険な行為であることを深く認識するとともに、「飲酒運転

は絶対しない、させない、許さない」という強い自覚を持って取り組まなけれ

ばなりません。

このため、平成 25年７月に、「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例」（以下「条例」

という。）を施行し、県の責務、県民や事業所の努力といった各主体の役割を

明らかにして、規範意識の定着と飲酒運転の再発防止という基本方針の下に、

飲酒運転のない社会づくりを決意したところであり、県、県民等が一致協力し、

飲酒運転を根絶するための取組を推進していく必要があります。

この年次報告書は、条例第６条第４項の規定に基づく「第２次三重県飲酒運

転０
ゼロ

をめざす基本計画」（平成 28 年度～令和２年度）において、県等が行う

施策の実施状況についてとりまとめ、公表を行うことで県内の飲酒運転の状況

と飲酒運転根絶に向けた取組を県民の皆さんにより深く理解してもらい、現状

と課題に対する共通認識を持つことにより、今後の施策へ反映していこうと

するものです。

なお、今年度においては次期基本計画の見直し時期となることから、県内の

飲酒運転を根絶するため、より良い計画を策定していきます。

（参考）三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例（抄）

第６条第４項

知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告

するとともに、これを公表しなければならない。
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● 飲酒運転の根絶のため、

行政や関係団体が連携し

て飲酒運転０
ゼ ロ

をめざす運

動を推進するための総合

的な取組を定める。

● 計画期間は、平成 28 年 4

月 1 日～令和 3 年 3 月 31

日の５年間

１ はじめに

第１「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」の概要

基本目標（飲酒運転人身事故件数）

38 件以下（H28 年）→18 件以下（R２年）

３．飲酒運転防止にかかる交通安全

教育実施率（教科又は特別活動等）

100％（H28 年度）

    → 100％（R２年度）

１．ハンドルキーパー推進店等の指定

6,400 店（事業所）（H28 年度）

→10,400 店（事業所）（R２年度）

２．各種交通安全講習等における飲酒運

転防止教育の実施率

100％（H28 年度）

→ 100％（R２年度）

●計画期間の目標を設定し、その達成に向けて取り組む。
２ 目標の設定

１．飲酒運転防止意識の普及徹底

  「飲酒運転は絶対しない、させない、許

さない」意識の浸透等

２．広報啓発活動の推進

  飲酒運転根絶キャンペーンの展開等

３．事業者による取組

   ハンドルキーパー運動の推進等

１．飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の運用

２．飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進

講習指導員の資質の向上等

１．段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進

  学校教育活動全体を通した教育、家庭・地域

等との連携等

２．運転免許を取得する若年者に対する飲酒運転防止教育の推進

  大学、専門学校等における取組等

１．飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務

  飲酒運転違反者への受診義務通知とアルコール依存

症の情報提供等

２．アルコール依存症の早期発見、早期受診のための取組

  治療継続の促進のための自助グループ活動支援等

３ 飲酒運転防止のための取組 ５ 飲酒運転の再発防止のための措置

飲酒運転０
ゼ ロ

へ ～STOP！飲酒運転 in みえ～

４ 教育機関等による教育

６ 飲酒運転違反者のアルコール依存症に関

する受診義務とアルコール依存症及びその

疑いのある者への対策
規範意識の定着

再発防止

７ 総合的かつ計画的に施策を推進するためのしくみづくり

○関係機関団体による県民総ぐるみ運動 ○相談体制の確立 ○積極的な情報提供

○飲酒運転０
ゼ ロ

をめざす推進運動の日〔12/1〕 ○表彰 ○報告・公表

活

動

目

標
４．飲酒運転違反者の受診率

  46％以上（H28 年度）

→  50％（R２年度）

1
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第２ 三重県の飲酒運転の現状

１ 飲酒運転による人身事故の発生状況

  県内の飲酒運転による人身事故発生件数は、平成 19 年９月から施行され

た改正道路交通法の罰則強化により減少しはじめ、令和元年は年間の発生件

数が過去２番目に少ない 36 件（対前年比６件減少）となりました。

また、死亡事故件数においても過去３番目に少ない２件（対前年比１件減

少）となりました。

２ 飲酒運転違反取締件数

  県内の飲酒運転違反取締件数は、平成 19 年９月から施行された改正道路

交通法の罰則強化、平成 25 年の条例施行以降、減少傾向にあるものの、令和

元年は、419 件（前年比 25 件減少）の飲酒運転違反が検挙されており、依然

として悪質危険な飲酒運転違反者が後を絶たない現状にあります。
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第３ 令和元年度の数値目標達成状況と課題

県は、飲酒運転０
ゼロ

をめざし、平成 26 年に「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本

計画」を策定し、さらに平成 28 年に「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本

計画」（以下「基本計画」という。）を策定しました。

この基本計画の計画期間において、県、警察本部、市町、関係機関・団体の

連携などにより、県民、事業所、行政が一体となった飲酒運転根絶に向けた取

組を着実に推進するため、１つの基本目標と４つの活動目標を設定しています。

令和元年度に目標を達成した項目は、「各種交通安全講習等における飲酒運

転防止教育の実施率」と「飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又

は特別活動等）」となりました。未達成の項目は、「飲酒運転人身事故件数」、「ハ

ンドルキーパー推進店等の指定」と「飲酒運転違反者の受診率」でした。

１ 基本目標

飲酒運転人身事故件数

設定の考え方・・・飲酒運転が０になることをめざして、毎年５件以上の

減少をめざします。

平成 25 年 平 成 26 年 平 成 2 7 年 平 成 28 年 平 成 2 9 年

現状

値

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

53 件

以下
0.96

43 件

以下
0.98

38 件

以下
1.06

33 件

以下
0.97

63 件 55 件 44 件 36 件 34 件

平 成 3 0 年 令 和 元 年

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

28 件

以下
0.67

23 件

以下
0.64

42 件 36 件

○ 課題と対応

平成 25 年７月に施行された条例による取組の成果として、年間の飲酒運

転人身事故の発生件数は、平成 25 年の 63 件に対して、平成 26 年は 55 件、

平成 27 年は 44 件、平成 28 年は 36 件、平成 29 年は 34 件、平成 30 年は 42

件、令和元年は 36 件の実績となり目標値である 23 件以下の目標値を達成す

ることはできませんでした。              
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飲酒運転による人身事故は条例施行後、減少傾向にありますが、未だに飲

酒運転が後を絶たないことから、条例の基本方針である規範意識の定着、飲

酒運転の再発防止に努めるとともに、警察本部の飲酒運転による交通事故実

態の分析に基づいた交通指導取締りを推進します。

２ 活動目標

（１）ハンドルキーパー推進店等の指定

設定の考え方・・・全ての飲食店・酒類販売店等が指定を受けている

ことをめざして、年間 1,000 店以上の指定をめざし

ます。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

現状値

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

3,900

店

(事業所)
1.09

5,400

店

(事業所)
0.96

6,400

店

(事業所)
0.88

7,400

店

(事業所)
0.89

2,400

店

(事業所)

4,246

店

(事業所)

5,181

店

(事業所)

5,628

店

(事業所)

6,558 

店

(事業所)

平成 30 年度 令和元年度

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

8,400

店

(事業所)
0.88

9,400

店

(事業所)
0.88

7,426

店

(事業所)

8,296

店

(事業所)
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○ 課題と対応

  令和元年度の実績値は、870 店（事業所）、累計実績値は、8,296 店（事業

  所）で、年度目標値は達成できませんでした。

ハンドルキーパー推進店等の指定については、警察本部、三重県交通安全

協会が、飲食店や事業所に対して実施する指定のほか、三重県小売酒販組合

連合会の各地区小売酒販組合が開催する酒類販売管理研修（法定研修）の受

講者（飲食店等）に対して、くらし・交通安全課が行う指定があります。

指定の際には、条例に基づく事業所の取組について指導を行って指定して

います。

今後についても広くハンドルキーパー運動の普及啓発に努めていきます。

（２）各種交通安全講習等における飲酒運転防止教育の実施率

設定の考え方・・・受講者に応じた飲酒運転防止内容を取り入れ

100％実施をめざします。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平 成 28 年度 平成 29 年度

現状値

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

100％
1.00

1 0 0％
1.00

100％
1.00

100％
1.00

100％ 10 0％ 100％ 100％

平成 30 年度 令 和 元 年 度

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

100％
1.00

1 0 0％
1.00

100％ 10 0％

○ 課題と対応

各種の交通安全講習（運転免許取得時講習・更新時講習・取消処分者講習・

停止処分者講習・高齢者講習・安全運転管理者等講習、その他関係機関・

団体が行う交通安全講習）においては、飲酒運転防止教育を必ず取り入れて

実施し、年度目標値を達成しました。

今後も、受講対象に応じた飲酒運転防止教育を取り入れて実施していきま

す。
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（３）飲酒運転防止にかかる交通安全教育実施率（教科又は特別活動等）

設定の考え方・・・小学校、中学校、高等学校において、発達段階に応

じた飲酒運転防止に関する教育実施率 100％をめざし

ます。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

現状値

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

100％
1.00

100％
1.00

100％
1.00

100％
1.00

100％ 100％ 100％ 100％

平成 30 年度 令 和 元 年 度

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

100％
1.00

100％
1.00

100％ 100％

○ 課題と対応

    県教育委員会は、小学校、中学校、高等学校に対して、地区別生徒指導連

絡協議会の場において、学校における飲酒運転根絶に関する教育の必要性を

伝達しました。

保健の学習等において、飲酒運転の根絶に関連する指導を行った（実施予

定を含む）と回答した学校は、小学校、中学校、高等学校で 100％と年度目標

値を達成しました。

今後も各学校において、児童、生徒の発達段階に応じた飲酒運転防止教育

が継続的に実施され、飲酒運転根絶の規範意識が醸成されるよう働きかけて

いきます。
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（４）飲酒運転違反者の受診率

設定の考え方・・・飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診率

50％以上をめざします。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

現状値

目標

実績

目標  

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

46％
0.82

47％
0.89

45.2％ 43.7％ 37.8％ 42.0%

平成 30 年度 令 和 元 年 度

目標

実績

目標

達成

状況

目標

実績

目標

達成

状況

48％
0.89

49％
0.83

46.8% 40 . 5 %

○ 課題と対応

    令和元年度の実績値は 40.5％と、特に令和２年に入ってからは新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴い、指定医療機関での受診をためらう飲酒運転違反

者が増加したことにより、年度目標は達成できませんでした。

県は公安委員会から情報を得た飲酒運転違反者に対して、指定医療機関を

記載した書面を添付して通知し、報告期限の 60 日を経過しても、受診の報

告がない場合には、再度、受診するよう書面で勧告しています。

今後もアルコール依存症、及び多量飲酒者の早期受診、早期発見のため、

飲酒運転とアルコール問題相談窓口において、飲酒運転違反者や家族からの

相談に対して適切な助言指導を行う等、飲酒運転違反者の積極的な受診につ

なげていきます。
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第４ 「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和元年度の

取組と課題

基本計画では、条例の柱とする方針である「規範意識の定着」と「飲酒運転

の再発防止」に枠組みした４つの基本方針を策定し、飲酒運転根絶への取組を

推進することとしています。  

１ 基本計画に定める４つの基本方針

条例の柱とする方針 第２次基本計画の基本方針

規 範 意 識 の 定 着 ○飲酒運転防止のための取組

県民一人ひとりに「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さ

ない」という意識の定着のための教育、啓発活動を推進

○教育機関等による教育

教育機関等における飲酒運転０
ゼロ

をめざす教育及び啓発を推進

飲酒運転の再発防止 ○飲酒運転の再発防止のための措置

飲酒運転をした者等に対し、再発防止のための教育を実施

○飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務と

アルコール依存症及びその疑いのある者への対策

・アルコール依存症等の知識の普及及び飲酒運転との関係につい

ての啓発を推進

・飲酒運転違反者に対する受診通知とアルコール依存症に関する

情報提供を実施

２ 基本方針の取組（成果と課題）

（１）飲酒運転防止のための取組

ア 飲酒運転防止意識の普及徹底

    県交通対策協議会（122 機関・団体で構成）の「三重県交通安全運

動実施要綱」には、重点目標の一つに飲酒運転の根絶を掲げ、四季の交

通安全運動をはじめ、各機関・団体による各種の交通安全啓発活動、メ

ディア等を活用した広報啓発、飲酒運転違反取締り、ハンドルキーパー

運動の普及など、様々な手段・方法で飲酒運転防止意識の醸成を行いま

した。

イ 広報啓発活動の推進

    県は、飲酒運転の根絶をめざすための広報啓発活動の一環として、飲

   酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業を実施しました。この取組では、「飲酒運転は

絶対しない、させない、許さない」という規範意識の定着と飲酒運転の

再発防止を目的として、県内各地の大型商業施設や大学において、キャ

ンペーンを実施し、スローガン「STOP! 飲酒運転 in みえ ～根絶の
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一歩はあなたの自覚から～」の展開、飲酒運転０
ゼロ

メッセージの募集活動

を通じた広報啓発活動を行いました。

また、ラジオ放送やテレビ放送を活用した広報啓発活動、啓発用ポス

ター・チラシの配布のほか、四季の交通安全運動に合わせた広報啓発

活動を行いました。

※《令和元年度の主な広報啓発事業》

① メイン行事

〇 飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発事業「リレーイベント開始宣言」

開 催 日：令和元年７月 11 日（木）

開催場所：ボートレース津

内    容：キャンペーンの開始宣言

※夏の交通安全県民運動出発式において実施（参加者：約 170 名）

〇 飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日（12 月１日）街頭キャンペーン

開 催 日：令和元年 12 月１日（日）

開催場所：松阪ショッピングセンター マーム敷地内

内    容：飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例の周知、飲酒運転の撲滅

チラシ・啓発物品を配布     

実 施 者：県、松阪市、県警本部、松阪警察署、（一財）三重県交

通安全協会、松阪地区交通安全協会（参加者：約 200

名）

〇 三重県交通安全県民大会

開 催 日：令和元年 12 月７日（土）

開催場所：ボートレース津 ツッキードーム

内    容：交通安全功労者表彰式

飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発活動報告（参加者：約 300 名）

② 啓発リレーイベント

県内各イベント会場において、啓発ブースを出展し、飲酒運転根絶のた

めの啓発（啓発物品、チラシの配布、子どもを対象とした缶バッジ作成を

通じての啓発、飲酒ゴーグル体験の実施）を行いました。

番号 開 催 場 所 開 催 日 参加者

(1) イオン鳥羽店 令和元年 ８月 24 日（土) 約 150 名

(2) イオン津店 令和元年 ９月 ７日（土） 約 200 名

(3) イオンモール四日市北店 令和元年 10 月 ６日（日） 約 200 名

(4) 三 重 大 学（大学祭） 令和元年 11 月 ２日（土） 約 300 名
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③ 啓発ミニイベント

  交通安全啓発イベント主催者と連携し、啓発リレーイベントに準じて飲

酒運転根絶をめざす啓発ミニイベントを実施しました。

番号 開催場所・内容 開 催 日 参加者

（１）
みえ交通安全・

環境フェスタ 2019
令和元年９月 28 日（土) 約 ３ ,300 名

ウ 事業者等による取組

（ア）（公社）三重県バス協会、（一社）三重県タクシー協会、（一社）三重

県トラック協会では、従業員に対する飲酒運転防止教育の実施、始業

点呼時等におけるアルコールチェッカーを使用した飲酒検知の実施等

の、飲酒運転防止取組の徹底を指導しました。

    （イ）三重運輸支局では、バス、タクシー、トラック運送事業者への立入

監査を定期的に実施し、アルコール検知器の設置状況や点呼の実施状

   況を確認するとともに、飲酒運転防止の徹底を指導しました。

（ウ）（一社）三重県安全運転管理協議会では、安全運転管理者等講習会

において飲酒体験ゴーグルの体験展示のほか、各種交通安全機材の貸

出など、事業者への飲酒運転防止意識の普及啓発による安全運転管理

の推進に努めました。

（エ）（公財）三重県生活衛生営業指導センターでは、飲食店等に対する巡

回訪問時に、飲酒運転根絶の啓発ポスターを配布し広報啓発に努めま

した。

（オ）三重県小売酒販組合連合会では、同組合員により、酒類販売店に飲

酒運転根絶の啓発ポスターの掲示、及び酒類販売関係者へチラシを配

布しました。

また、県は、同連合会と連携し、酒類販売管理研修の受講者に対し

て、事業者による飲酒運転防止の徹底（来店者への声かけ）を呼びか

けました。

（カ）（公社）三重断酒新生会の会員及び、その家族参加による飲酒運撲

滅キャンペーンを令和元年 11 月２日、津駅東口において実施しまし

た。

［課題］

    条例施行後の飲酒運転人身事故件数は減少しており、条例制定の効果

が表れてきています。しかし飲酒運転の根絶のためには、更なる飲酒運

転防止意識の取組を進めていく必要があります。
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（２）教育機関等による教育

  ア 段階的かつ体系的な飲酒運転防止教育の推進

(ア) 県教育委員会では、学校区分ごとに開催された地区別生徒指導連絡

    協議会において、条例の内容や趣旨について説明し、学校における

    飲酒運転根絶に関する教育の必要性を伝え、保健の学習等において、

飲酒運転の根絶に関連する指導を行いました。

  (イ) 関係機関・団体が実施する各種の交通安全講習会、イベント等にお

いて、飲酒運転の防止についての講習、広報啓発に努めました。

  イ 運転免許講習時、及び若年者に対する飲酒運転防止教育の推進

運転免許講習実施機関では、高齢者講習、運転免許取得時講習、初心

運転者講習にて飲酒運転防止教育を実施しました。

      三重県小売酒販組合連合会では県内の大学、短期大学の新入学生に対

して未成年者飲酒防止・適正飲酒に関する冊子配布による飲酒運転防止

教育（啓発）を実施しました。

［課題］

飲酒運転の根絶をめざすには、教育機関等における発達段階に応じた

「飲酒とアルコール問題」に関する交通安全教育を実施する必要があり、

飲酒が身体に及ぼす影響や基本的知識の理解・習得と、その後の段階的

な飲酒運転の悪質性や危険性について理解させるとともに、規範意識を

定着させる必要があります。

（３）飲酒運転の再発防止のための措置

  ア 飲酒運転の再発防止に関する普及啓発活動

        「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」では、専門の相談員が、飲酒

運転違反者及び家族等からの「アルコール依存症に関する受診義務」に

伴う相談や要望に対して適切な助言指導や、情報提供を行いました。

  イ 飲酒運転の再発防止のための運転者教育の推進

    警察本部では、運転免許取消処分者講習、運転免許停止処分者講習に

おいて飲酒運転防止教育を実施し、飲酒運転の再発防止のための運転者

教育を推進しました。

  また、講習実施機関の講習指導員に対する研修を行い、講習時におけ

る飲酒運転防止教育の徹底を図りました。

［課題］

   飲酒運転の再発防止には、違反者本人が「二度としない」という強い

  自覚を持つことと、家族や周囲の協力で飲酒運転を防止する環境をつく

   ることが必要です。

（４）飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務とアルコール依

存症及びその疑いのある者への対策

ア 飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務

  県では、公安委員会から情報提供を受けた飲酒運転違反者に対して、
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指定医療機関を記載した書面を添付して、毎月受診義務の通知をすると

ともに、「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反

者や家族からの相談に対して適切な助言指導を行い、受診につなげてき

ました。

  令和元年度においては、受診通知（395 件）に対する受診報告数は 136

件で、受診率は 34.4％、受診通知後報告期限の 60 日を経過しても、報告

がない場合には、再度、受診するよう書面で勧告しており、勧告通知

（176 件）に対する報告数は 24 件で、勧告による受診率は 13.6％でした。

（令和元年７月 15 日現在）

合計受診率は 40.5%となり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受け、受診義務に罰則規定がない中で一定の効果がありました。

○ 受診（勧告）通知に対する受診報告件数の状況

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

平成 27 年

7月15日現在

平成 28 年

7月15日現在

平成 29 年

7月15日現在

平成 30 年

7月15日現在

通知書送付数

(前年同対比)

542 件 744 件

(＋202 件)

473 件

(－271 件)

436 件

(－37 件)

受 診 報 告 数

（ 受 診 率 ）

203 件

（37.5％）

269 件

（36.2％）

150 件

（31.7％）

150 件

（34.4％）

勧告書送付数

（ 構 成 率 ）

254 件

（46.9％）

362 件

（48.7％）

230 件

（48.6％）

282 件

（64.7％）

受 診 報 告 数

（ 受 診 率 ）

42 件

（16.5％）

56 件

（15.5％）

29 件

（12.6％）

33 件

（11.7％）

合 計 報 告 数

（ 受 診 率 ）

245 件

（45.2％）

325 件

（43.7％）

179 件

（37.8％）

183 件

（42.0％）

平成 30 年度 令 和 元 年 度

令和元年

7月15日現在

令和２年

7月15日現在

通知書送付数

(前年同対比)

417 件

(－19 件)

395 件

(－22 件)

受 診 報 告 数

（ 受 診 率 ）

161 件

（38.6％）

136 件

（34.4％）

勧告書送付数

（ 構 成 率 ）

250 件

（60.0％）

176 件

（44.6％）

受 診 報 告 数

（ 受 診 率 ）

34 件

（13.6％）

24 件

（13.6％）

合 計 報 告 数

（ 受 診 率 ）

195 件

（46.8％）

160 件

（40.5％）
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○ 飲酒運転防止相談窓口（平成 26 年４月１日設置）における相談件数の状況

イ アルコール依存症の早期発見、早期受診のための取組

（ア）県では、アルコール依存症の早期発見のため、専門的な検査を受

けられる医療機関を33機関指定しています。

（イ）警察本部では、運転免許取得・更新時に受理する質問票に基づき、

個別聴取を行い、アルコール依存症の把握と、申告があった申請者

に対して、医療機関での受診を助言しました。

また、飲酒運転により運転免許停止処分を受けた者に対しては、

運転免許証返還時にアルコール依存症に関する受診を促しました。

そのほか、令和元年の取消処分者講習の飲酒講習受講者241人に対

して、アルコール・スクリーニングテストを実施し、アルコール依

存程度を自覚させた飲酒運転防止対策を実施しました。

（ウ）(公社)三重断酒新生会では、県内各地に酒害相談員を配置し、電

話相談窓口により、アルコール依存症及び飲酒運転に関する相談へ

の対応等、飲酒継続のための酒害についての理解の促進等、医療機

関やその他支援機関が担えない部分の補完に努めました。

令和元年度中に52回の酒害相談に対応した結果、アルコール依存

症からの回復をめざして、19名が（公社）三重断酒新生会に入会し

ました。

［課題］

県が令和元年度に実施した「指定医療機関で受診した飲酒運転違反者

   の状況調査」の結果から、アルコール依存症の飲酒運転違反者が８％、

アルコール依存症の疑いまたはアルコール乱用の飲酒運転違反者が57％

と、受診した飲酒運転違反者の65％にアルコール依存症またはその疑い

があることが明らかとなっていることから、早期受診を促し治療につな

げることにより、アルコール依存症等からの回復を図ることが飲酒運転

及び再発防止に効果が高いと考えられています。

そのため、飲酒運転違反者の受診義務については、通知とともに飲酒

運転違反者や家族からの相談を受け、早期受診、早期治療につなげてい

区 分
4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月
計

H26 度 4 3 6 10 5 8 4 7 13 9 23 19 111

H27 度 17 19 16 15 18 12 14 13 16 13 15 12 180

H28 度 9 10 15 8 9 12 9 13 7 11 11 12 126

H29 度 12 2 10 8 10 6 8 4 8 9 8 6 91

H30年度 15 11 7 6 10 11 10 6 8 6 5 8 103

R元年度 6 6 11 11 4 8 7 3 5 10 12 10 93
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く必要があります。

さらなる、受診率向上には、条例の趣旨、アルコール依存症に関する

正しい知識の普及や、受診しやすい環境整備を推進する必要があります。

   

第５ 今後の取組方向

  

１ 規範意識の定着

（１）飲酒運転防止のための取組

飲酒運転の根絶のため、四季の交通安全運動、飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発

事業の他、新型コロナウイルス感染症対策を見据えメディア等を活用した

広報啓発活動にも積極的に推進していきます。

また、「飲酒運転０
ゼロ

をめざす運動」のスローガンである「STOP!飲酒運転

in みえ ～根絶の一歩はあなたの自覚から～」を活用展開し、飲酒運転防

止意識の更なる浸透を図ります。

（２）教育機関等による教育の普及

将来にわたって飲酒運転の根絶をめざすためには、小学校から高等学校、

また、飲酒を始める時期でもある大学において、飲酒運転の悪質性、危険

性について正しい知識の習得が行われるよう、継続して働きかけを行って

いきます。

２ 飲酒運転の再発防止

（１）飲酒運転の再発防止のための措置

飲酒運転再発防止に向けて「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」での

飲酒運転違反者や家族等からの相談に対して、アルコール依存症に関する

受診義務の履行を促すほか、飲酒運転防止意識の醸成・定着に向けた適切

な助言指導に取り組んでいきます。

  また、適切な指導を継続して行うよう講習実施機関の講習指導員へ働き

かけ、違反者に対する規範意識の醸成を図ります。

（２）飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診義務とアルコール依存

症及びその疑いのある者への対策

   飲酒運転につながるおそれがあるアルコール依存症の早期発見のため、

  広く県民に対してアルコール依存症に関する正しい知識の普及を図ると

  ともに、家族や事業所などの周囲の者が適切に対応できるよう対応方法の

周知に努めていきます。

「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転違反者及び

家族等に対する適切な助言指導で受診義務の履行を促すほか、保健所等に

おいて、アルコール依存症に関する相談を受けた場合に、アルコール専門

医療機関との連携により支援を行うことなど、アルコール依存症の早期治
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療へつなげていきます。

また、受診しやすい環境を整えるため、指定医療機関の拡大や、アル

コール健康障害の正しい知識の普及、理解促進を行うなど、医療機関、自

助グループ等の関係機関・団体との連携を密にし、広く県民に飲酒運転と

アルコール関連問題の知識の普及・啓発に努めていきます。

そのほか、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）に

基づく「三重県アルコール健康障害対策推進計画（平成 29 年３月施行）」

により、アルコール関連問題の解決・予防に向けて警察本部、市町、医療

機関、行政機関との連携を図り、総合的かつ計画的な取組を進めていき

ます。
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（基本計画の体系に基づき記載  大項目５－中項目１４－小項目５１）

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(1)

交 通 安 全

教 育 や ア

ル コ ー ル

依 存 症 と

飲 酒 運 転

に 関 す る

知 識 の 普

及

県は、飲酒運転

の根絶に向けて

運 転 免 許 更 新

時 講 習 を は じ

め 、 さ ま ざ ま な

機会を通して 、

交 通 安 全 教 育

やアルコール依

存症と飲酒運転

に関する知識の

普 及 徹 底 に 努

め ま す 。

○ 飲酒運転とアルコール問題相談窓口において、飲酒運転違

反者や家族からの相談に応じ、アルコール依存症に関する受

診義務履行を促しました。             【環境生活部】

    

○ 夏の交通安全県民運動出発式において、副知事が飲酒運

転 ０
ゼロ

をめざす啓発リレーイベントの開始宣言を行い、「飲酒運

転０
ゼロ

を目ざす啓発リレーイベント」をスタートさせました。

・7 月 11 日 ボートレース津

・参加者 約 100 人               【環境生活部】

          

○ 酒類販売管理研修会やさまざまな機会を通して、飲酒運転

根絶条例の周知について講話を実施しました。

【環境生活部】

○ 三重県交通安全県民運動実施要綱に飲酒運転の根絶を重

点目標として定めました。              【環境生活部】

○ 令和元年中、運転免許更新時講習受講者 223,292 人に対

して飲酒運転防止教養を実施しました。      【警察本部】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(2)

飲 酒 運 転

根 絶 キ ャ ン

ペーンの推

進

県は、各種交通

安 全 運 動 等 の

機会を捉えて、

関係機関・団体

と連 携し 、飲 酒

運 転 根 絶 の た

めのキャンペー

ン を 推 進 し ま

す。

○ 関係機関・団体と連携し、街頭において「飲酒運転根絶

キャンペーン」を実施し、広報啓発活動に努めました。

              【警察本部】

○ 各季の交通安全運動期間中をはじめ、年間を通じて県下全

域において、関係機関・団体と連携し独自の飲酒運転０
ゼロ

をめざ

すキャンペーンを展開しました。             

【環境生活部】

                  【（一財）三重県交通安全協会】

○ 一般向けのＰＲイベント「トラックフェスタ」を 11 月 10 日に開

催し、交通安全啓発活動を通じ、飲酒運転根絶の意識高揚

を図りました。

【（一社）三重県トラック協会】

Ⅰ－１

第６ 「第２次三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づく令和元年度の具体的

な取組状況
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(3)

飲酒運転の

危険性、飲

酒 運 転 事

故実態の周

知

県は、テレビ、ラ

ジオ、新聞等の

マ ス メ デ ィ ア を

活用して、飲酒

運 転 の 危 険 性

や飲酒運転によ

る 交 通 事 故 の

実 態 等 の 周 知

を 図 り ま す 。

○ マスメディア（テレビスポット放送、ラジオスポット放送）を活用

し、飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例、飲酒運転の危険性、飲酒運転

事故実態の周知に努めました。        【環境生活部】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

めの取組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(4)

交 通 指 導

取締り、広

報啓発、飲

食 店 に 対

す る 指 導

及 び 交 通

安 全 教 育

の 推 進

警察は、飲酒運

転による交通事

故 実 態 等 分 析

に 基 づ い た 交

通指導取締りや

周 辺 者 の 責 任

追及を徹底する

とともに、県、市

町、関 係機 関・

団体 と連携し 、

広 報 啓 発 活 動

や 飲 食 店 営 業

者 等 に 対 す る

指 導 及 び 交 通

安 全 教 育 を 推

進 し ま す 。

○ 飲酒運転取締りを重点的に推進した結果、令和元年中に

飲酒運転取締り 419 件・飲酒運転周辺者三罪 28 件を検挙し

ました。

令和元年７月に愛知運輸支局に対して、営業用貨物自動車

が関連する飲酒運転事故（桑名警察署管内発生・法人所在地

愛知県）について通報を実施しました。

                                      【警察本部】

                           

○ 県内各所で交通安全運動出発式や街頭キャンペーン等

による広報啓発活動を実施しました。

                               【警察本部】

                                                                                   

○ 各地区交通安全協会が実施した各種交通安全教室及び特

定任意講習において、飲酒運転根絶をテーマにしたＤＶＤの

上映や飲酒ゴーグルによる飲酒状態の模擬体験などを通じ

て、飲酒運転の危険性を訴え、飲酒運転根絶に向けた実践

的な交通安全教育を推進しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ モニター専門員、女性部員、地域推進員等、地域で交通安

  全の中枢を担っていただく方々に対する定例研修会におい

  て、飲酒運転根絶に向けた交通安全教育を推進しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅰ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(5)

情報提供、

ハ ン ド ル

キ ー パ ー

運 動 や ア

ル コ ー ル

依 存 症 の

知 識 の 普

及、相談窓

口の周知

県、警察、 市町

等は、事業者に

お け る 社 員 教

育、老人会等の

地域における啓

発・教育につい

て働きかけを行

うとともに、必要

な情報提供等を

行い、取組を支

援 します。

また、酒類提供

事 業 者 に 対 す

る啓発やハンド

ル キ ー パ ー 運

動及びアルコー

ル 依 存 症 に 関

す る 知 識 の 普

及、相談窓口の

周知に取り組み

ま す。

○ 今年度計画実施（28 回）した酒類販売管理研修時におい

て、受講する酒類販売関係者全員が県担当者の交通講話を

受講するとともに、研修プログラムの中に道路交通法の飲酒

運転の罰則を周知して、飲酒運転撲滅の普及に取り組みまし

た。

【三重県小売酒販組合連合会】

○ 酒類販売関係者向けの酒類販売管理研修テキスト令和元

年度更新に伴い講師担当者に対し、飲酒に関する年齢制限

（改正民法成年年齢引き下げ）の留意点や未成年者に対する

酒販違反事例（罰則適用事例）を周知して知識の普及を図り

ました。

【三重県小売酒販組合連合会】

○ 三重県小売酒販組合連合会の酒類販売管理研修（21 回）

に参加し、受講者の酒類販売管理者に対して条例の周知、

飲酒運転の恐ろしさや飲酒運転事故の悲惨さを訴えかける研

修会を実施しました。

・受講数（販売店数）420 店（所）        

【環境生活部】

○ 安全運転管理者等講習や、企業を対象とした交通安全教

育において飲酒運転の悪質・危険性を周知しました。

・令和元年中の企業等一般対象交通安全教室実施状況

・実施回数   709 回

・受講者数 38,833人                   【警察本部】

○ 飲酒運転による交通事故発生状況を県警ホームページに

毎月登載するなど、県民に対する情報提供を実施しました。

【警察本部】

○ 企業、事業所等からの要請を受け、嘱託講師または講習担

当者を派遣し、飲酒運転の根絶や交通事故防止等の交通安

全教育を実施しました。

・実施回数       56 回

・受講対象者 約 4，503 人

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

○ 機関誌（みえ自家用自動車新聞、毎月 8,000 部発行）

を活用し、会員（自家用自動車ユーザー）等への情報提供を

実施しました。       

                【（一社）三重県自家用自動車協会】

Ⅰ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(6)

公 共 交 通

機 関 の 利

用促進

Ⅰ１(6)ア

公 共 交 通

機関、自動

車 運 転 代

行 業 の 利

用促進、ハ

ン ド ル キ

ー パ ー 運

動の普及

関係機関・団体

では、「飲んだら

乗 る な 、 乗 る な

ら 飲 むな」 の 気

運を高め、公共

交 通 機 関 や 自

動 車 運 転 代 行

業の利用促進、

ハンドルキーパ

ー 運 動 の 普 及

を 行 い 飲 酒 運

転 根 絶 の た め

の社会環境づく

りに 努 め ま す 。

○ 飲酒運転防止のために公共交通機関、自動車運転代行業

の利用促進、ハンドルキーパー運動の普及に努めました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ 三重県生活衛生同業組合連合会の理事会（6 月）等におい

て飲酒運転根絶について各組合員に周知・注意喚起するよう

協力を求めるとともに、巡回訪問等において、各店舗による飲

酒運転防止のため公共交通機関、自動車運転代行業の利用

及びハンドルキーパー運動の普及に努めるよう要請しました。

          【(公財)三重県生活衛生営業指導センター】

                                                                                                     

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(6)

公 共 交 通

機 関 の 利

用促進

Ⅰ１(6)イ

自 動 車 運

転代行業の

指導育成

警察では、自動

車 運 転 代 行 業

の 指 導 育 成 を

図ることで利 用

促 進 に 努 め ま

す。

○ 自動車運転代行業に対する立入検査を実施しました。

・令和元年中の実施件数 85 件  

                              【警察本部】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

めの取組

１

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 普 及 徹

底

Ⅰ１(7)

飲酒運転 ０
ゼロ

宣 言 事 業

所 の 認 証 ・

公表

県は、飲酒運転

０
ゼロ

宣 言 事 業 所

の認証・公表な

ど、事業所にお

ける自主的な取

組 の 推 進 に つ

いて検討し、実

施します。

〇 県ウェブページで飲酒運転０
ｾﾞﾛ

宣言事業所について広報し、
参加事業所の募集に努めました。
・令和元年度参加事業所 9 事業所
・累計参加事業所     27 事業所

【環境生活部】

Ⅰ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

２

広 報 啓 発

活 動 の 推

進

Ⅰ２(1)

飲 酒 運 転

根 絶 に 係

る広報・啓

発

「 S T O P !

飲 酒 運 転  

in みえ」の

ス ロ ー ガ

ン の 展 開

県民、事業者、

行政等が連携し

て、被害者の声

や 違 反 者 の 手

記などを取り入

れ た 啓 発 や 飲

酒運転による交

通 事 故 等 の 実

態を踏まえた広

報を実施して 、

「STOP!飲酒運

転 in みえ」とい

う ス ロ ー ガ ン の

積 極 的 な 展 開

を 図 り ま す 。

○ 酒類販売管理研修会において飲酒運転遺族の手記を取り

入れた講話を実施し、飲酒運転の悲惨さなどについて改めて

考えていただき飲酒運転根絶の機運を高めた。

                             【環境生活部】

○ スローガンを掲載した四季の交通安全運動実施要綱や、条

例啓発用チラシ配布による広報啓発を行いました。

【環境生活部】

○ 条例の周知を図るため、チラシの作成、配布をするなど、飲

酒運転根絶の広報啓発活動を実施しました。

    【警察本部】

○ トラック協会支部と連携し、四日市、鈴鹿市内の道路におい

て、交通安全街頭活動等で、ミルミルウエーブ運動を展開し

啓発ＰＲを実施しました。          

【（一社）三重県トラック協会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

２

広 報 啓 発

活 動 の 推

進

Ⅰ２(2)

飲酒運転 ０
ゼロ

をめざす推

進運動の日

（毎年 12 月

１日に 啓発

活 動 を 実

施）

毎年 12月１日を

「飲酒運転 ０
ゼロ

を

め ざ す 推 進 運

動の日」とし、関

係団体が連携し

た 啓 発 活 動 等

のキャンペーン

等を実施するこ

とにより、県民に

対 す る 飲 酒 運

転 根 絶 の 気 運

の醸成を図りま

す。

                      

○ 「飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日」に街頭キャンペーンを

松阪市と連携し実施しました。

・12 月 1 日

松阪市船江町 松阪ショッピングセンター マーム敷地内

・参加者約 200 人

【環境生活部】

【警察本部】

【（一財）三重県交通安全協会】

◯ 12月2日警察本部において、年末の交通安全県民運動と連

動し、飲酒運転根絶を訴える「交通安全キャンペーン出発式」

を三重県自家用自動車協会と三重県安全運転管理協議会の

主催で行い、県内で広報活動を行いました。

【（一社）三重県自家用自動車協会】

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

【環境生活部】

【警察本部】

○ 年末の交通安全県民運動期間中に、広報啓発活動を実施

しました。

【（一社）三重県自家用自動車協会】

Ⅰ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

２

広 報 啓 発

活 動 の 推

進

Ⅰ２(3)

多 様 な 広

報 媒 体 を

活 用 し た

広 報 啓 発

県 、 警 察 、 市

町 、 関 係 機 関 ・

団体等は、県民

一 人 ひ と りに 対

して飲酒運転 ０
ゼロ

をめざす推進運

動の周知を図る

ため、テレビ、ラ

ジ オ 、 新 聞 、 イ

ン タ ー ネ ッ ト 等

の 広 報 媒 体 を

活 用 す る ほ か 、

様々な広報誌、

ポ ス タ ー ・ チ ラ

シ 、 ホ ー ムペ ー

ジ、ＳＮＳ等によ

る広報啓発を実

施します。

ま た 、 四 季 の 交

通安全県民運動

に お け る 取 組

や、家庭、学校、

地域や職場等が

一 体 とな っ た キ

ャンペ ー ンの 実

施 、 あ ら ゆ る 機

会を活用した広

報啓発の実施な

ど、 効果 的な 広

報啓発 を実施し

ま す。

○ ＦＭ三重ラジオや三重テレビスポット放送における広報を実

施しました。                      【警察本部】

○ 飲酒運転による交通事故発生状況等の情報を県警ホーム

ページに毎月登載しました。            【警察本部】

○ 交通事故防止情報を毎月作成し、県内の登録事業所等にメ

ール配信による情報提供を行いました。メールと県警ホーム

ページをリンクさせ、受信者が容易に交通事故情報等を閲覧

できるよう努めました                  【警察本部】

○ 「みえ交通安全・環境フェスタ 2019」を自動車関係団体と開

催。飲酒運転疑似体験コーナーを設置し、多くの運転免許保

持者に飲酒運転の危険性を体感してもらい、飲酒運転の根絶

を呼びかけました。

  日時：令和元年９月 28 日（土） 10：00～16：00

  場所：三重県総合博物館（MieMu）

来場者：約 3，300 名                【三重運輸支局】

○ 春・秋の全国交通安全運動期間において、バス・タクシー・

トラック協会など関係 18 団体へ飲酒運転防止対策など、

交通安全対策の周知徹底を行いました。

【三重運輸支局】

○ みえ交通安全・環境フェスタにおいて、来場者にトラック運

送事業の運行前点検実施の際のアルコール検知器体験、

管理記録システムのＰＲを実施しました。またホームページで

の広報啓発を実施しました。   【（一社）三重県トラック協会】

○ 各種イベントやフェアを企画し、又は参加し、飲酒運転根絶

に向けた広報啓発活動を推進しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ 各季の交通安全運動期間中に、ＦＭ三重へのスポット放送

及びＦＭ三重ラジオを活用し、ハンドルキーパー運動等の広

報啓発活動を実施したほか、交通安全運動開始前に主要新

聞各紙に広報広告を掲載しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ 協会機関誌「交通安全みえ」（年５回発行）に飲酒運転根絶

に関するイベント写真等を記載して広報啓発を実施しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ 三重県警察本部からデータ提供を得て、飲酒運転による交

  通事故状況を掲載した「ミニ交通事故統計」冊子を制作し、交

  通対策協議会構成団体等への配付を通じて飲酒運転事故の

  実態について情報提供を行いました。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ ハンドルキーパー運動推進用チラシ・ポスターの配付を通じ

て飲酒運転根絶の広報啓発活動を展開しました。

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅰ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(1)

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組

Ⅰ３(1)ア

業 務 上 の

飲 酒 運 転

防 止

業 務 上 車 両 を

運転する者にア

ル コ ー ル チ ェ ッ

カーや面接によ

る点検を実施す

る な ど 、 従 業 員

等 が 業 務 上 飲

酒 運 転 を 行 う こ

とを 防 止 す る た

め の 取 組 に 努

め ま す 。

○ トラック運送事業における運行前点呼の際にアルコール

検知器の使用を周知徹底し、飲酒運転防止に努めました。

【（一社）三重県トラック協会】

○ 業務中に自動車を運転する際には、運転する職員に対し、

アルコール検知器を使用して飲酒運転の防止を図りました。

【三重運輸支局】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(1)

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組

Ⅰ３(1)イ

従 業 員 へ

の 啓 発

飲 酒 運 転 根 絶

ポスター 等の 掲

示、ミーティング

時の講話、社内

報 へ の 掲 載 等

による従業員へ

の 啓 発 の 実 施

に 努 め ま す 。

○ トラック運送事業所における乗務員の指導教育の徹底を図

るため、運送会社において運転者指導を実施し、教育内容に

「飲酒運転根絶」の内容を取り入れることを指導しました。トラ

ック協会から各運送事業者に向けての発送物の内容に「飲酒

運宣根絶の」要請文やチラシを入れて、運転者指導教育を徹

底するよう要請しました。    【（一社）三重県トラック協会】

○ 安全宣言事業所を募集し、飲酒運転防止に取り組みまし

た。

  ・参加事業所数 92 社 2580 人

【（一社）三重県トラック協会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(1)

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組

Ⅰ３(1)ウ

ハ ン ド ル

キ ー パ ー

運 動 推 進

事 業 所 へ

の 参加

飲酒運転根絶の

ため、ハンドルキ

ーパー運動推進

事業所への参加

による従業員へ

の飲酒運転防止

意識の高揚に努

め ま す 。

○ 令和元年度中にハンドルキーパー運動推進店の指定を

実施しました。

・推進店指定数   762 店舗   累計 6,084 店舗

【環境生活部】

○ 令和元年度中にハンドルキーパー運動推進店（事業所）の

指定を実施しました。

・推進店指定数    51 店舗   累計 1013 店舗

・推進事業所指定数 57 事業所 累計 857 事業所

【警察本部】

【（一財）三重県交通安全協会】

○ ハンドルキーパー運動の周知を図るため、ミニのぼり旗やチ

  ラシを作成配布しました。                    【警察本部】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(1)

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組

Ⅰ３(1)エ

飲 酒 運 転

根 絶 キ ャ

ン ペ ー ン

等 へ の 協

力

県 、 警 察 、 市 町

等 が 実 施 す る

飲 酒 運 転 根 絶

キ ャ ンペ ー ン等

へ の 協 力 及 び

従 業 員 等 の 参

加 を 促 す と と も

に、会報等への

掲載による条例

の周知に努めま

す 。

○ 安全運転管理者等講習や、企業を対象とした交通安全教

育において飲酒運転の悪質・危険性を周知しました。（再掲）

令和元年中の企業等一般対象交通安全教室実施状況

・実施回数   709 回

・受講者数 38,833 人                 【警察本部】

○ バス、タクシー、トラック運送事業者の合計 53 事業所に

対して監査を実施し、アルコール検知器の設置状況や点呼の

実施状況を確認するなど、飲酒運転防止の徹底を指導しま

した。バス、タクシー、トラックの運送事業者の関係団体を通

じ、「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法

令遵守の徹底について」の文書を発出し、飲酒運転防止の周

知徹底をしました。               【三重運輸支局】

Ⅰ－３



24

大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

めの取組

３

事 業 者 に

よる取組

Ⅰ３(1)

す べ て の

事 業 者 に

お け る 取

組

Ⅰ３(1)オ

飲 酒 運 転

０
ゼロ

宣 言 へ

の 取 組

県が検討してい

る飲酒運転 ０
ゼロ

宣

言等に積極的に

取 り組 み ます 。

〇 県ウェブページで飲酒運転０
ｾﾞﾛ

宣言事業所について広報すると

ともに県内の企業・団体に対して、飲酒運転 ０
ゼロ

宣言事業所の募

集を行いました。

  【環境生活部】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(2)

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の推進

Ⅰ３(2)ア

飲 酒 運 転

防 止 意 識

の 向 上

安 全 運 転 管 理

者等の選任事業

所の使用者及び

管理者等は、飲

酒運転に関する

知識等の浸透を

図 り、 飲 酒 運 転

防止意識の向上

に努 めます 。

○ 運行管理者を対象とする講習で、運送事業者における飲酒

運転防止対策について講義を行いました。

・基礎講習 8 回   686 名

・一般講習  14 回 1,163 名        【三重運輸支局】

○ 各事業者の運行管理者に対し、春、夏、秋及び年末の交通安

全運動等に、飲酒運転根絶について指導した。

【（一社）三重県タクシー協会】

○ 新規タクシー運転者（110 名）に対し運転者講習を実施し

た。                  【（一社）三重県タクシー協会】

○ 三重県バス協会、三重運輸支局、三重県、三重県警察本部と

ともに４半期毎に事故防止委員会を開催し、事業者の安全運転

意識の徹底及び事故防止の安全啓発、安全運転第一の推進、

飲酒運転、過労運転の撲滅等講師を交えて安全運転管理の推

進に取り組みました。また、事業者の経営者、運行管理者及び

ドライバーに対して安全意識向上の徹底等事業者の社員教育

の啓蒙に努めました。

【（公社）三重県バス協会】

○ 三重県バス協会事故防止委員会において、交通安全運動、

交通事故情勢、飲酒事故防止等についての安全講話を行い、

飲酒運転防止を始めとした安全意識を浸透させるための教育を

実施しました。                    【三重運輸支局】

【環境生活部】

【警察本部】

◯ 安全運転者等講習を県内 16 会場において、53 回実施し

  8,081 名（正 6,876 名、副 1,205 名）に対し、飲酒運転の危険

  性・罪悪性を周知し、職域から家庭、地域への飲酒運転根絶意

  識の波及を図りました。

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

◯ 毎月１日発行の機関紙「みえＡＮＫＡＮ」（発行部数毎月

  7,110 部）にて飲酒運転根絶をはじめとする交通事故防止に関

  する情報を発信しました。

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

◯ 10月23日鈴鹿サーキット交通教育センターにおいて、安全運

転管理者等 38 名を対象に「指導者トレーニング」を開催し、飲

酒運転の根絶を訴えました。

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

Ⅰ－３
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(2)

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の推進

Ⅰ３(2)イ

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止

従業員等からの

申告等により飲

酒運転による事

故 の 発 生 を 認

知 し た 事 業 所

は、運転管理、

運 行 管 理 の 指

導を徹底し、再

発防止に努めま

す。

○ 県内で発生した飲酒運転事故をとらえ、会員事業所の再発

防止の指導要請を行いました。 【（一社）三重県トラック協会】

○ 各事業所においては、乗務員（事業用ドライバー）はもとより

他の従業員に対しても、日常の飲酒運転及び過労運転防止を

はじめとした安全意識の浸透のために社員教育を実施し、事

故の再発防止、運行管理者への安全意識の徹底等事業用自

動車の運行の安全確保に努めました。

【（公社）三重県バス協会】

○ 安全運転管理者等講習会を県内 16 会場において 53 回実

  施し、安全運転管理者等 8,081名（正 6,876名、副 1,205名）

  に対し、弁護士や学識経験者等部外講師が企業の安全運転

  管理の必要性・重要性、再発防止等の講話を行いました。

               【（一社）三重県安全運転管理協議会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(2)

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の推進

Ⅰ３(2)ウ

交 通 安 全

機 材 の 展

示 、 貸 出

三 重 県 安 全 運

転 管 理 協 議 会

は、安全運転管

理 者 等 講 習 会

に お い て 交 通

安 全 機 材 を 展

示 す る と と も に

その貸し出しを

行い、飲酒運転

防 止 に 向 け 交

通 安 全 機 材 の

使 用 に つ い て

事 業 者 へ の 関

心 を高 めます 。

○ 酒酔い体験ゴーグルやアルコールチェッカーを安全運転管

  理者等講習会場内の交通安全啓発コーナーで展示し、企

業、事業所の希望に応じて無料で貸出し、事業所等における

飲酒運転根絶意識の向上を図りました。

・酒酔い体験ゴーグル  12 事業所へ 19 組を貸出

・アルコールチェッカー ９事業所へ 33 個を貸出

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

○ 交通安全ＤＶＤを事業所等に無料貸出しを行い、事業所等

における飲酒運転根絶機運の向上を図りました。

・193 事業所 300 枚  

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(2)

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 安 全

運 転 管 理

の推進

Ⅰ３(2)エ

ア ル コ ー

ル 検 知 器

の 使 用 の

徹 底

自 動 車 運 送 事

業者では、点呼

等におけるアル

コール検知器の

使 用 の 徹 底 を

図 り ま す 。

○ アルコール検知器の適正な管理・使用と、日常の点呼時に

活用方法について周知を図りました。また、多くの事業者がハ

ンディタイプの簡易型アルコール検知器を使用していることか

ら、正しく測定を行うための作動点検、定期的な買い換え更

新の必要性等、機器の適正管理について指導しました。

【（一社）三重県トラック協会】

                          

○ 飲酒運転防止のため、点呼時にアルコールチェッカーによ

る飲酒検知を行い、アルコール反応が出た場合は運転させな

いよう指導し、アルコール検知器に誤作動が無いように常に

整備するよう指導した。       【（一社）三重県タクシー協会】

                                                                                                                       

○ 全事業者の乗務員（事業用ドライバー）については、法令に

より、日常の点呼時においてアルコールチェックが義務づけら

れており、全事業者が運行管理者立ち会いの下で安全運転

の推進、飲酒運転の撲滅のためアルコール検知器における

チェックを必ず実施し、事故防止委員会やポスターの掲示等

のあらゆる機会を通じて啓蒙しました。

【（公社）三重県バス協会】

Ⅰ－３
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(3)

飲 食 店 営

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(3)ア

飲 酒 運 転

根 絶 の ポ

ス タ ー 等

の 掲 示 等

飲 酒 運 転 根 絶

のポスター等の

掲示、車両の運

転 者 に は 酒 類

を提供しない旨

の 掲 出 、 メニ ュ

ー 等 へ の 啓 発

文 書 等 の 掲 載

に 努 め ま す 。

○ 飲食店等に対し、啓発用チラシ・ポスターを巡回訪問にて配

布しました。

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(3)

飲 食 店 営

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(3)イ

来店者への

声かけ等の

実施

来 店 者 へ の 積

極的な声かけ、

運 転 代 行 業 者

の紹 介、 ハ ンド

ル キ ー パ ー 運

動 の 普 及 に 努

め ま す 。

○ 地区交通安全協会が各警察署と連携し、各季の交通安全

運動期間中をはじめ、年間を通じて管内の飲食店及び事業

所に協力を求め、それぞれハンドルキーパー運動推進モデ

ル店及びモデル事業所に指定するなど意識の高揚を図りまし

た。

【（一財）三重県交通安全協会】

○ 巡回訪問にてハンドルキーパー運動推進モデル運動の周

知を行いました。

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】

○ 令和元年度中にハンドルキーパー運動推進店（事業所）の

指定を実施しました。（再掲）

・推進店指定数    51 店舗   累計 1,013 店舗

・推進事業所指定数 57 事業所 累計 857 事業所

【警察本部】

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(3)

飲 食 店 営

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(3)ウ

飲 酒 運 転

根絶気運の

醸成

飲 食 店 営 業 者

の組合等は、組

合員等に対して

ハンドルキーパ

ー 運 動 へ の 参

加 を 促 す とと も

に、会報誌への

掲載などを実施

し、条例の周知

に努め、飲酒運

転 根 絶 の 気 運

の醸成に努めま

す。

○ 店舗等に対しチラシ・ポスターの掲示依頼を行いました。

【（公財）三重県生活衛生営業指導センター】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(4)

酒 類 販 売

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(4)ア

飲 酒 運 転

根 絶 の ポ

ス タ ー 等

の 掲 示 等

飲 酒 運 転 根 絶

に関するポスタ

ー 等 の 来 店 者

に よ く見 え る 場

所 へ の 掲 示 に

努 め ま す 。

○ 酒類販売関係者の店舗、事務所等に飲酒運転根絶・ハンド

ルキーパー運動等のポスター掲示を依頼するとともに、同関

係者が受講する酒類販売管理研修時に上記チラシを配布す

るなどして啓発活動を行いました。                 

【三重県小売酒販組合連合会】

Ⅰ－３
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(4)

酒 類 販 売

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(4)イ

来 店 者 へ

の 声 か け

等 の 実 施

車 両 利 用 の 来

店 者 が 飲 酒 運

転をするおそれ

が あ る と認 め ら

れ る と き は 、 来

店者に声かけを

するなど、飲 酒

運転を防止する

た め の 取 組 に

努 め ま す 。

○ 今年度計画実施（28 回）した酒類販売管理研修時にいて、

受講する酒類販売関係者全員が県担当者の交通講話を受講

するとともに、研修プログ ラムの中に道路交通法の飲酒

運転の罰則を周知して、受講する酒類販売関係者が飲酒運転

防止の声かけを行い、同関係者の家族等広範囲に渡り声かけ

が普及にするよう取り組みました。

今年度においては、中央会が開催する酒類販売管理研修コ

ア講師講習及び県連合会等が開催する講師講習の実施はな

かったが、同研修講師担当者に対し、酒類販売管理研修時に

は受講する酒類販売関係者に酒類購入者の飲酒運転防止の

声かけを実施するよう周知しました。

【三重県小売酒販組合連合会】

Ⅰ

飲 酒 運 転

防 止 の た

め の 取 組

３

事 業 者 に

よ る 取 組

Ⅰ３(4)

酒 類 販 売

業 者 に お

ける取組

Ⅰ３(4)ウ

飲 酒 運 転

根絶を訴え

る街頭啓発

活動の実施

飲 酒 運 転 根 絶

を訴える街頭啓

発 等 の 実 施 に

努 め ま す 。

○ 三重県小売酒販組合連合会、県下小売酒販組合及び各関

係機関・団体関係者 60 名とともに「全国 20 歳未満飲酒防止

  月間」である４月９日に、JR・近鉄津駅前において「20 歳未満

飲酒防止・飲酒運転撲滅キャンペーン」の街頭啓発活動（チ

ラシ等を 2500 枚配布）を実施しました。

同じく四日市小売酒販組合及び各関係機関・団体関係者

60 名で 4 月 23 日に、近鉄四日市駅前において「２０歳未満

飲酒防止・飲酒運転撲滅キャンペーン」の街頭啓発活動（チ

ラシ等を 1500 枚配布）を実施しました。

【三重県小売酒販組合連合会】

○ 三重断酒新生会の会員及びその家族参加による飲酒運転

撲滅キャンペーンを実施しました。

・11 月２日 津駅東口で実施

・参加人員 20 名

・飲酒運転撲滅を訴えるチラシ及び啓発用ティッシュを配付      

【（公社）三重断酒新生会】

                                                                                    

Ⅰ－３
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

１

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育の推進

Ⅱ１(1)

小学校、中

学校、高等

学 校 に お

ける教育

Ⅱ１(1)ア

学 校 教 育

活 動 全 体

を 通 し た

指 導

学 習 指 導 要 領

に 基 づ き 、 教

科、道徳、特別

活 動 等 の 学 校

教 育 活 動 全 体

を通して、発 達

段階に応じた交

通 安 全 教 育 を

実施し、児童生

徒に、飲酒の身

体 へ の 影 響 や

飲 酒 運 転 の 悪

質性、危険性等

について理解さ

せるとともに、生

命の大切さや思

いやりの心、さら

には、規範意識

の醸成に努めま

す。

〇 保健の学習等において、「飲酒運転の根絶」に関連する指

導を行った（実施予定含む）と回答した学校の割合は、小学

校、中学校、高等学校(全日制)で 100％でした。（令和元年度

学校体育実態調査）

〇 教職員への啓発

〔小学校体育担当者〕

体育担当者が集まる研修会で「飲酒運転０をめざす条例」

の内容や趣旨について説明し、学校における飲酒運転根絶

に関する教育の必要性を伝えました。（参加者：８会場 347 名)

〔中学校保健体育教員〕

保健体育担当者が集まる研修会において、保健分野に

関する指導助言の中で、「飲酒運転０をめざす条例」の内容

や趣旨について説明し、学校における飲酒運転根絶に関す

る教育の必要性を伝えました。（参加者：３会場 135 名）

〔高等学校保健体育教員〕

学校訪問や保健体育担当者が集まる研修会等において、

科目「保健」に関する指導助言の中で、学校における「飲酒運

転０をめざす条例」の内容や趣旨について説明し、飲酒運転

根絶に関する教育の必要性を伝えました。

・学校訪問（県立３校）

・元気アップ研修会（参加者：３会場 45 名）

・三重県高等学校保健体育教育研究会総会（参加者：60 名）

・三重県高等学校保健体育教育研究大会（参加者：80 名）

公立小学校、義務教育学校前期課程教員及び県立特別支

援学校小学部の学校安全担当教員等への啓発を行いました。

（小学校と中学校は隔年で開催）

   県教育委員会からの講義の中で、「飲酒運転 0 をめざす条

例」とそれに伴う交通安全教育の普及・啓発を行い、関係機

関と連携しながら、飲酒運転根絶に向けた取組の充実を図る

よう伝えました。

・６月７日 四日市市

・６月 10 日 多気町 参加者計 336 人

○ 県立学校に対し、地区別生徒指導連絡協議会において、  

飲酒運転の根絶をめざす教育の必要性を周知しました。

【教育委員会事務局】

Ⅱ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

１

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育の推進

Ⅱ１(1)

小学校、中

学校、高等

学 校 に お

ける教育

Ⅱ１(1)イ

家 庭 ・ 地

域・関係機

関 と の 連

携

子どもが飲酒運

転の怖さや飲酒

運転による交通

事故の悲惨さな

どを学校で学ぶ

だ け で な く、 家

庭 で 保 護 者 に

話 し た り 、 一 緒

になって考えた

りする機会が持

て る よ う 、 学 校

は、保護者懇談

会や学校だより

等を通じて保護

者等に対し、周

知・啓発に努め

ます。

また、飲酒運転

根 絶 に 向 け た

教育を充実する

ため、交通安全

教 室 等 に お い

て、飲酒運転の

危 険 性 に つ い

て理解を深める

など、飲酒運転

根 絶 に 向 け た

取 組 の 充 実 に

努 め ま す 。

○ 「春・秋の全国交通安全運動の実施について（通知）」にお

いて、公立小中学校及び、県立学校に対して飲酒運転の根絶

を含めた交通安全教育の重要性を伝えました。

【教育委員会事務局】

○ 公立小中学校及び県立学校に対して、「長期休業中におけ

る児童生徒の指導について（通知）」を通じ、飲酒運転の根絶

に向けた児童生徒への指導の充実を図りました。      

  【教育委員会事務局】

○ 県立高等学校において、飲酒運転根絶に向けた交通安全

教育を実施しました。

・実施率 全日制 100％、定時制 100％

           【教育委員会事務局】

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

１

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進

Ⅱ１(2)

生 涯 学 習

と し て の

交 通 安 全

教育

Ⅱ１(2)ア

三 重 県 交

通 安 全 研

修 セ ン タ

ー 等 の 活

用

県は、三重県交

通 安 全 研 修 セ

ンター等を活用

し、幼 児か ら 成

人に 至る まで 、

心 身 の 発 達 段

階に応じた体系

的 な 交 通 安 全

教育を実施する

なかで、あわせ

て 飲 酒 運 転 防

止 の 教 育 を 実

施 し ま す 。

○ 三重県交通安全研修センターは、生涯学習としての交通安

全教育を実施するにあたり、研修受講者の年齢に応じた飲酒

運転防止等の研修を実施しました。        

                                        【環境生活部】

                    【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅱ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

１

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育 の 推 進

Ⅱ１(2)

生 涯 学 習

と し て の

交 通 安 全

教育

Ⅱ１(2)イ

段階的、体

系 的 な 教

育 の 実 施

交 通 安 全 教 育

や 飲 酒 運 転 防

止教育は、交通

社会の一員とし

て の 責 任 と 自

覚、交通安全意

識 及 び 交 通 マ

ナ ー の 向 上 に

不 可 欠 で あ り、

生涯学習として

成 長 過 程 に あ

わせて段階的、

体系的に実施し

ま す 。

○ 年齢、職業別による交通安全教育を行うとともに、各種イベ

ントにおいて飲酒運転根絶コーナーを設置し、飲酒ゴーグル

等を活用した参加・体験型の啓発を実施しました。

【警察本部】

○ 地域の交通安全教育センターとして、県内の 16教習所にお

いて、飲酒運転の防止等に関する講習会を 168 回、2,303 人

に対して実施しました。

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】

                                              

○ 毎年実施される、春と秋の全国交通安全運動では、県内の

21 教習所において「教習所の一日開放」を実施し、交通安全

運動の重点の一つである飲酒運転の根絶に関する講習会や

啓発活動を実施しました。

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

１

段 階 的 か

つ 体 系 的

な 飲 酒 運

転 防 止 教

育の推進

Ⅱ１(3)

高 齢 者 に

対 す る 教

育 の 推 進

高 齢 者 の 交 通

安 全 教 育 を 関

係機 関・ 団体 と

連携して実施す

る な か で 、 あ わ

せ て 飲 酒 運 転

事 故 防 止 の 教

育を、交通安全

教室、社会活動

及 び 福 祉 活 動

や 訪 問 指 導 の

機会を通じて推

進し、飲酒運転

防 止 意 識 の 普

及 を 図 り ま す 。

○ 高齢者交通安全アドバイザー、地域交通安全活動推進委

員と連携し、高齢者宅訪問活動を行い、飲酒運転根絶の啓発

を実施しました。                     

【警察本部】

○ 令和元年中、高齢者講習受講者 61,406 人（更新時：

61,318 人、臨時：88 人）に対し、飲酒運転防止教育を含む

高齢者講習を実施しました。            

                                         【警察本部】

              【（一社）三重県指定自動車教習所協会】

○ 令和元年 11月 13日、協会員 31名が参加しセーフティ＆エ

コドライブ研修会を開催しました。

                 【（一社）三重県自家用自動車協会】

Ⅱ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

２

免 許 を 取

得 す る 若

年 者 に 対

す る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 推

進

Ⅱ２(1)

指 定 自 動

車 教 習 所

に お け る

飲 酒 運 転

防 止 教 育

の 推 進

公 安 委 員 会 が

指 定 す る 自 動

車教習所は、免

許 取 得 時 の 教

育はもちろんの

こと、 免許 取 得

後 の 運 転 者 に

対 し て も、 飲 酒

運 転 防 止 教 育

を中心とした運

転 者 教 育 に 努

め ま す 。

○ 県内 21 教習所において、各運転免許の教習課程を卒業

した 20，615 人に対して、カリキュラムに基づき、飲酒運転

防止の教習を行い、優良な初心運転者の育成に努めました。              

【（一社）三重県指定自動車教習所協会】

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

２

免 許 を 取

得 す る 若

年 者 に 対

す る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 推

進

Ⅱ２(2)

安 全 運 転

管 理 者 講

習 を 通 じ

た 若 年 者

に も 十 分

理 解 で き

る 交 通 安

全 教 育 の

推 進

事業所は、安全

運 転 管 理 者 講

習等を通じて 、

アルコールが運

転操作に与える

影 響 や 重 大 な

結果をもたらす

飲 酒 運 転 の 危

険性、特に飲酒

運 転 に 起 因 す

る 交 通 事 故 の

悲惨さについて

若 年 運 転 者 が

理解を深められ

る 飲 酒 運 転 防

止 教 育 の 推 進

に 努 め ま す 。

○ 安全運転管理者等講習において、法令で定める管理者の

業務を教示し、各事業所での飲酒運転根絶を含む交通安全

教育・指導等の推進を図りました。                                                                                                              

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

○ 津市内の企業を訪問し、若年者を含む従業員約７０名を対

象に交通安全講習会を開催し、悪質性・危険な飲酒運転の

根絶に向け、事業所ぐるみでの取り組みを訴えました。      

・実施日 12 月 10 日

・参加者 70 名

【（一社）三重県安全運転管理協議会】

                                                                                            

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

２

免 許 を 取

得 す る 若

年 者 に 対

す る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 推

進

Ⅱ２(3)

交 通 関 係

の団体、協

会 等 に よ

る 若 年 者

に 向 け た

効 果 的 な

運 転 者 教

育 の 推 進

交 通 関 係 の 団

体、協会等は、

そ れ ぞ れ の 加

盟 す る 企 業 等

の職員に対して

は、若年者も理

解 を 深 め る こ と

ができる効果的

な 飲 酒 運 転 防

止 教 育 の 推 進

に 努 め ま す 。

○ 令和元年中、運転免許取得時講習受講者 78 人、初心運転

者講習受講者 226人に対し、飲酒運転防止教育を実施しまし

た。                            【警察本部】

Ⅱ

教 育 機 関

等 に よ る

教育

２

免 許 を 取

得 す る 若

年 者 に 対

す る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 推

進

Ⅱ２(4)

大学、専門

学 校 に お

け る 飲 酒

運 転 防 止

教 育 の 推

進

県は、大学、専

門 学 校 に 飲 酒

運 転 防 止 教 育

の 実 施 を 依 頼

するとともに、飲

酒を始める時期

で あ る若 者（ 大

学生等）に対す

る啓発活動を行

い ま す 。

○ 皇學館大學にて飲酒運転根絶に関する講義を実施しまし

た。                           【警察本部】

○ 20 歳未満飲酒防止強調月間（４月）の前に、県下 10 の大

学、短期大学等の入学式に合わせて、20 歳未満飲酒防止等

の小冊子（4930 枚）を送付し啓発活動を行いました。

【三重県小売酒販組合連合会】                                                             

○ 条例の周知と未成年者飲酒防止や飲酒運転防止かけること

を目的に、三重大学の大学祭においてキャンペーンを開催

し、学生及び来場者に広報啓発を実施しました。

・11月２日 三重大学   約 350名      【環境生活部】

Ⅱ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅲ

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置

１

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 に 関 す

る 普 及 啓

発 活 動

Ⅲ１(1)

効 果 的 な

広 報 啓 発

活 動 の 推

進

県は、警察、市

町、関 係機 関・

団 体 と 連 携 し

て、飲酒運転 ０
ゼロ

をめざし飲酒運

転 違 反 者 等 に

対 す る 再 発 防

止教育やアルコ

ー ル 問 題 に 関

す る 知 識 の 普

及 の た め 効 果

的 な 広 報 啓 発

活動を推進しま

す。

○ 飲酒運転 ０
ゼロ

をめざす条例の柱である「規範意識の定着」

  「飲酒運転の再発防止」について、マスメディア（テレビスポッ

  ト放送、ラジオスポット放送）の活用や、各種交通安全啓発

  活動で条例広報チラシの配布を行い、条例の周知、飲酒

  運転防止について広報啓発の推進に努めました。

【環境生活部】

○ 運送事業者に対する監査件数は 53 件で、法令違反等に

よる処分件数は 43 件でした。

・バス会社    ７件

・タクシー会社   ７件

・トラック会社   29 件              【三重運輸支局】

Ⅲ

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置

１

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 に 関 す

る 普 及 啓

発 活 動

Ⅲ１(2)

相 談 窓 口

設 置 に よ

る 相 談 体

制 の 整 備

県は 、「 飲酒 運

転とアルコール

問題相談窓口」

を設置し、飲酒

運転を行うおそ

れのある者や家

族等からの相談

体制を整備し、

事業者等からの

求めに応じてア

ルコール問題の

普 及 啓 発 活 動

を実施するほか

飲 酒 運 転 の 根

絶 に 必 要 な 情

報 提 供 を 積 極

的に行います。

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」の専門相談員が、

飲酒運転違反者及び家族等からのアルコール依存症に関す

る受診義務に伴う相談及び要望等に対して、積極的な情報提

供を行い、受診の促進に努めました。

・相談件数 93 件

                           【環境生活部】

Ⅲ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅲ

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置

２

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 運 転 者

教 育 の 推

進

Ⅲ２(1)

効 果 的 な

再 教 育 と

講 習 実 施

機 関 に 対

する指導

・監督

警 察 は 、 飲 酒 運

転違反 者の 危険

性を改善させるた

め の 効 果 的 な 再

教 育 を 行 うと とも

に 、 講 習 実 施 機

関 に 対 す る 指 導

及び監督を行い、

ま た 講 習 指 導 員

に 対 す る 研 修 会

を 随 時 開 催 す る

など、指導員の指

導能力及び資質

の 向 上 を 図 り ま

す。

○ 令和元年中、行政処分の早期執行に努め、飲酒運転に

よる取消し 275 人、停止 75 人の行政処分を実施しました。

【警察本部】

○ 令和元年中、取消処分者講習受講者 424 人及び停止処

分者講習受講者 2,006 人に飲酒運転防止教育を実施しまし

た。                                  【警察本部】

○ 講習実施機関の講習指導員に対し、飲酒運転防止教育の

徹底について随時指導しました。        【警察本部】

Ⅲ

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 措 置

２

飲 酒 運 転

の 再 発 防

止 の た め

の 運 転 者

教 育 の 推

進

Ⅲ２(2)

運 転 適 正

相 談 活 動

の充実

警 察 は 、 運 転 適

正 相 談 に お け る

担 当 職 員 の 資

質 の 向 上 を 図 り

ま す。

○ 窓口事務担当者研修会を開催し、担当職員の資質向上を

図るとともに、適切な相談対応について指導しました。

【警察本部】

Ⅲ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

１

飲酒運転違

反者のアル

コール依存

症に関する

受 診 義 務

Ⅳ１(1)

飲 酒 運 転

違 反 者 に

対 す る ア

ル コ ー ル

依 存 症 に

関 す る 受

診 通 知

県は、公安委員

会から情報を得

た 飲 酒 運 転 違

反 者 に 対 し て 、

指 定 医 療 機 関

を記載した書面

を 添 付 し て 、 受

診の通知をする

とともに、受診し

た旨の報告を求

めます。

受 診 の 通 知 に

あ た っ て は 、 あ

わ せ て 飲 酒 運

転 とア ル コ ー ル

依存症の関係、

多量飲酒習慣と

アルコール依存

症 の 関 係 に つ

い て の 情 報 提

供 を 行 い ま す 。

○ アルコール依存症に関する受診通知をする際、指定医療機

関、アルコール依存症、多量飲酒、各相談窓口の情報を提供

し、アルコール依存症の関心と受診の向上に努めました。

【環境生活部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

１

飲酒運転違

反者のアル

コール依存

症に関する

受 診 義 務

Ⅳ１(2)

受 診 し た

旨 の 報 告

が な い 飲

酒 運 転 違

反 者 に 対

す る 受 診

の勧告

受 診 の 書 面 を

送 付 し た の ち 、

60 日を経過して

も 、 受 診 し た 旨

の 報 告 が な い

飲 酒 運 転 違 反

者 に 対 し て 、 再

度 、 受 診 す る よ

う勧告します。

また 、 指定 医 療

機関における受

診しやすい環境

整備等に努めま

す。

○ 受診通知の報告期限までに報告がない飲酒運転違反者に

対して勧告を実施しました。

・受診通知件数 395 件

（うち報告数   136 件 34.4％）

・勧告件数    176 件

  （うち報告数   24 件 受診率 13.6％）

・合計報告件数 160 件 受診率 40.5％

〔令和２年７月 15 日現在〕

【環境生活部】

Ⅳ－１
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(1)

県の取組

Ⅳ２(1)ア

アルコー

ル依存症

に関する

正しい知

識の普及

等

アルコール依存

症 患 者 等 の 早

期発見のため、

アルコール依存

症に関する正し

い 知 識 の 普 及

を図るとともに、

家族、事業者な

ど 周 囲 の 者 に

対し、適切な対

応 方 法 に つ い

て啓発に努めま

す。

○ 飲酒運転 O（ゼロ）をめざす条例に係る指定医療機関会議を

開催し、「飲酒運転違反者への通知及び受診等の状況」及び

「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例に関する受診等の状

況について」と題した発表を行い、また「飲酒運転違反者へ

の診療」について情報交換を行いました。

・３月 15 日 三重県合同ビル

・参加者 13 人

                           【医療保健部】

【環境生活部】

○ 三重県医師会館において飲酒運転 O（ゼロ）を目指す条例

に係る指定医療機関研修を開催し、「２次予防：多量飲酒者

への対策～「ドリンク」を使った具体的な節酒指導～」や「飲酒

運転０をめざす条例の効果検証について」を行いました。

・２月 23 日 三重県医師会館

・受講・修了者数 25 人              

【医療保健部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(1)

県の取組

Ⅳ２(1)イ

「 三 重 県

ア ル コ ー

ル 健 康 障

害 対 策 推

進 基 本 計

画」の策定

と 問 題 解

決 と 予 防

に 対 す る

各 機 関 の

連 携 等

アルコール健康

障 害 対 策 基 本

法 に 基 づ く「 三

重県アルコール

健 康 障 害 対 策

推 進 計 画 （ 仮

称）」を策定し、

アルコール関連

問 題 が 円 滑 に

解決・予防でき

るよう、事業者、

医療機関、行政

機 関 等 の 連 携

を図 り、総 合的

か つ 計 画 的 な

取 組 を 進 め ま

す。

                                                                                                                             

○ 「三重県アルコール健康障害対策推進計画」に基づき、２

月５日に三重県精神保健福祉審議会アルコール健康障害対

策推進部会を開催し、計画の進捗管理状況の情報共有及び

計画に関する課題検討を行いました。

【医療保健部】

【環境生活部】

○ 12 月７日にアルコール関連問題啓発フォーラムをイオンモ

ール鈴鹿にて開催しました。よさこい集団「極津」によるパフォ

ーマンス（イッキ飲み防止の呼びかけ）や「ハルくんスライドの

上映」、よしもと芸人 チュートリアル福田充徳によるトークショ

ー及び、啓発ブースを設置して啓発を実施しました。

    サブフォーラムとして、11 月２日（土）に三重大学(大学祭

会場)で、啓発ブースを設置して啓発を実施しました。

  【医療保健部】

Ⅳ

飲酒運転違

反者の受診

義務とアル

コール依存

症及びその

疑いのある

者への 対

策

２

アルコー

ル依存症

の早期発

見、早期受

診のため

の 取 組

Ⅳ２(1)

県の取組

Ⅳ２(1)ウ

保健所に

おけるア

ルコール

依存症に

関する正

しい知識

の普及等

保健所等にお

いて、アルコー

ル依存症者とそ

の疑いのある者

や家族、事業所

など周囲の者か

らの相談を受

け、アルコール

専門医療機関

へつなげるなど

の支援を行いま

す。また、治療

の継続を促進

するために自助

グループ活動

等への支援を

行 い ま す 。

○ 保健所や三重県こころの健康センターにおいて、アルコー

ル関連問題に関する相談を実施しました。

・窓口相談 延べ 46 人

・訪問相談 延べ 40 人

・電話相談 延べ 328 人              

【医療保健部】

Ⅳ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(2)

本人・家族

の取組

県 に 設 置 す る

「 飲 酒 運 転 とア

ル コ ー ル 問 題

相談窓口」での

相談を活用し、

必要に応じて保

健所、三重県こ

ころの健康セン

ター等の相談機

関、アルコール

専 門 医 療 機 関

等 の 利 用 に 努

め、家族は、本

人が県から受診

通知を受け取っ

たことを知ったと

き は 、 必 ず 、 指

定 医 療 機 関 で

の 受 診 を 促 す

ほか、上記相談

窓 口 へ 相 談 等

す る よ うに 努 め

ま す 。

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」について、県ウェブ

ページへ掲載する等、飲酒運転をするおそれのある者及び

その家族等が相談しやすいように広報啓発に努めました。

                                        【環境生活部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(3)

事 業 者 の

取組

従 業 員 の 飲 酒

行 動 の 変 化 や

健康診断などか

らアルコール依

存 症 及 び 多 量

飲 酒 等 の 早 期

発見に努めると

と も に 、 ア ル コ

ー ル 依 存 症 及

び 多 量 飲 酒 等

が発見された場

合 に は 、 産 業

医、衛生管理者

等による保健指

導 の 実 施 や 適

切 な 県 の 相 談

機関、医療機関

に つ な げ る よ う

努 め ま す 。

○ 職員を対象とした安全衛生及び、健康管理を行いました。

【環境生活部】

○ 健康管理医、保健師及び臨床心理士を設置し、職員の健康

管理、保健指導を実施しました。           

                              【環境生活部】

【警察本部】

Ⅳ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(4)

警 察 の 取

組

Ⅳ２(4)ア

運 転 免 許

関 係 手 続

き に お け

る 受 診 の

促進

運 転 免 許 証 の

取得、更新時及

び 飲 酒 運 転 違

反者に対して運

転 免 許 証 を 返

還する際に、ア

ル コ ー ル 依 存

症 で あ る こ と を

申 告 し た 者 に

は、アルコール

依 存 症 の 早 期

治療を促し、受

診 義 務 対 象 者

には受診を促し

ま す 。

○ 運転免許取得及び更新時に受理する質問票に基づいて

個別聴取を行うことで、アルコール依存症の把握に努める

とともに、申告がある申請者に対し、医療機関での受診を

助言しました。                   【警察本部】

○ 飲酒運転により停止処分を受けた者に対し、運転免許証

返還時における受診促進に努めました。   【警察本部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(4)

警 察 の 取

組

Ⅳ２(4)イ

交 通 安 全

講 習 等 に

お け る 相

談、受診の

促進

交 通 安 全 講 習

等（取消処分者

講習・停止処分

者講習等）の場

において、質問

票を活用するな

どして、問題 飲

酒行動のある人

の把握に努め、

す み や か な 相

談、受診につな

げ ま す 。

○ 令和元年中、飲酒取消処分者講習受講者 241 人に対し、ア

ルコール・スクリーニングテストを実施し、アルコール依存程

が強い者に対し、医療機関への受診促進に努めました。

（平成元年度中対象者はありませんでした。） 【警察本部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(5)

医 療 機 関

の役割

Ⅳ２(5)ア

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 治 療 に

あ た る 医

療 機 関 の

連 携

アルコール依存

症 患 者 に は う

つ、幻覚等の精

神 症 状 や 肝 臓

障害、高血圧、

糖 尿 病 等 の 身

体 障 害 が 存 在

する場合がある

ので、ア ルコ ー

ル 依 存 症 の 治

療 に あ た っ て

は、一般科医療

機関、精神科医

療 機 関 及 び ア

ル コ ー ル 専 門

医 療 機 関 に お

い て 相 互 に 連

携す るよ うに 努

め ま す 。

○ 各保健所において、地域精神保健福祉連携会議を開催し、

  地域における諸課題について協議しました。

・連携会議合計 17 回               【医療保健部】

Ⅳ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(5)

医 療 機 関

の役割

Ⅳ２(5)イ

ア ル コ ー

ル 関 連 問

題 等 の 正

し い 知 識

の 普 及

受診の結果、ア

ル コ ー ル 依 存

症 で な い 者 に

ついても、多量

飲酒習慣などの

「 危 険 な 飲 酒 」

行動のある者に

ついて、医師は

診療マニュアル

等を活用して節

酒や適正飲酒、

アルコール関連

問 題 に つ い て

の正しい知識が

得 ら れ る よ う 働

きかけを行いま

す。

○ 飲酒運転者の診療に際して活用できるよう、条例に係る指

定医療機関会議において「飲酒運転違反者への診察マニュ

アル」を配布しました。

・配布数 13 部

                               【医療保健部】

Ⅳ

飲 酒 運 転

違 反 者 の

受 診 義 務

と ア ル コ

ー ル 依 存

症 及 び そ

の 疑 い の

あ る 者 へ

の 対 策

２

ア ル コ ー

ル 依 存 症

の 早 期 発

見、早期受

診 の た め

の 取 組

Ⅳ２(6)

自 助 グ ル

ー プ の 取

組

自 助 グ ル ー プ

は、断酒継続の

ために、酒害に

つ い て の 理 解

の促進や、本人

や家族と共に支

え合い、医療機

関 や そ の 他 支

援 機 関 が 担 え

ない部分を補完

するとともに、回

復や希望をもた

ら す よ うに 努 め

ます。

○ 各種大会、研修等の機会に、体験談を通じて、関係者や一

般市民にアルコール依存症の正しい知識等の啓発を行いま

した。

【（公社）三重断酒新生会】

○ 三重刑務所が実施する「アルコールに関する教育」に講師

を派遣し、アルコール依存症の正しい知識及び飲酒運転防

止に関する教育を行い、アルコール依存症者の回復に努め

ました。（4 回／年）          【（公社）三重断酒新生会】

○ 酒害相談員(15 名)を配し、アルコール依存症及び飲酒運

転相談に応じ、専門病院の紹介や断酒会への入会を勧める

等の対応をしました。

令和元年度中に 52 回の酒害相談に応じて、アルコール依

存症からの回復をめざして 19 名が断酒会に入会しました。

【（公社）三重断酒新生会】

○ 三重県からの委託事業として、飲酒運転防止意識の普及に

つながるアルコール依存症の早期発見、治療に関するフォー

ラム「アルコール関連問題啓発フォーラムｉｎみえ」をイオンモ

ール鈴鹿にて開催しました。

・12 月７日

参加人員 約１００人         【（公社）三重断酒新生会】

Ⅳ－２
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅴ

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

し く み づ

くり

１

県 内 各 関

係機関・団

体 に よ る

県 民 総 ぐ

る み の 運

動 の 推 進

県 は 、 関 係 機

関・団体と協 力

して、飲酒運転

根 絶 の た め の

施 策 を 総 合 的

か つ 計 画 的 に

推 進 し ま す 。

○ 関係機関・団体と連携し、飲酒運転０
ゼロ

をめざす啓発リレーイ

ベントを６回開催しました。イベントでは、条例の周知をはじめ、

飲酒運転根絶運動の広報啓発と、飲酒運転０
ゼロ

メッセージ運動

への参加を呼びかけました。

・ ８月 24 日  イオン鳥羽店

・ ９月 ７日  イオン津店

・ ９月 28 日  みえ交通安全・環境フェスタ 2019

・10 月 ６日 イオンモール四日市北店

・11 月 ２日   三重大学

・12 月 1 日 松阪ショッピングセンターマーム                                                       

【環境生活部】

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅴ

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

し く み づ

くり

２

相 談 体 制

の確立

県 は 、 平 成 26

年４月に設置し

た「 飲酒 運 転 と

アルコール問題

相談窓口」にお

いて、飲酒運転

をした者、飲 酒

運転を行うおそ

れのある者やそ

の家族等からの

相談に応じ、他

の機関と連携を

図 り な が ら 、 受

診等につなげる

よう努めます。

また、相談窓口

では、事業者、

特定事業者から

の相談に応じて

講 習 等 の 情 報

提 供 に 努 め ま

す。

○ 「飲酒運転とアルコール問題相談窓口」において、飲酒運転

違反者やその家族等からの相談に対応しました。（再掲）

・相談件数 93 件                    【環境生活部】

Ⅴ

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

し く み づ

くり

３

情報提供
飲 酒 運 転 防 止

に 関 す る 専 門

機関などと連携

して、飲酒運転

の 再 発 防 止 等

の た め の 各 種

情報を適宜、積

極的に提供しま

す。

○ 関係機関・団体が開催する各種会議や、啓発活動の場に

おいて、資料等を配布して幅広い情報提供を行いました。                  

【環境生活部】

Ⅴ－１、Ⅴ－２、Ｖ－３
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大項目 中項目 小項目 計画書の本文 令和元年度中の主な取組状況

Ⅴ

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

し く み づ

くり

４

飲 酒 運 転

０
ゼロ

を め ざ

す 推 進 運

動 の 日

県 は 、 毎 年 12

月１日の飲酒運

転 ０
ゼロ

をめざす推

進 運 動 の 日 に

あわせ、飲酒運

転 根 絶 に つ い

ての理解と関心

を深めるための

行事を実施しま

す。

○ 12月１日の「飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動の日」に、松阪市

等関係機関と連携して街頭キャンペーンを実施しました。

・松阪ショッピングセンターマームで実施

・チラシ、啓発物品を配布

・参加者約 200 名

【環境生活部】

【警察本部】

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅴ

総 合 的 か

つ 計 画 的

に 施 策 を

推 進 す る

し く み づ

くり

５

表彰 県は、飲酒運転

根 絶 の 取 組 に

関して、従業員

教育の推進や、

ハンドルキーパ

ー 運 動 へ の 参

加などの施策を

積 極 的 に 推 進

するなど、 顕著

な功績のあった

個人、団体、事

業所、店等に対

し、交通安全県

民 大 会 に お い

て表彰等を行い

ま す 。

                                                             

○ 「令和元年度三重県交通安全県民大会（12 月７日）」にお

いて、飲酒運転根絶等の交通安全啓発活動に寄与した功労

団体及び永年無事故無違反の優良運転者に対し、中部管区

警察局長・中部交通安全協会協議会長連名表彰を伝達しまし

た。また、交通安全功労者、優良運転者及び功労団体等に対

する表彰のほか、交通安全協会が主催する交通安全俳句・川

柳コンクールの入賞者への表彰伝達を行い、県民に対する交

通安全意識の高揚を図りました。

【環境生活部】

【警察本部】

【（一財）三重県交通安全協会】

Ⅴ

総合的か

つ計画的

に施策を

推進する

しくみづ

くり

６

実施状況の

報告と公表

この基本計画に

基づく実施計画

と施策をとりまと

め、その実施状

況について、毎

年１回、「飲酒

運転 ０
ゼロ

をめざす

年次報告」を作

成して議会に報

告するとともに、

三重県公式ウェ

ブサイトで公表

し ます。

〇 第２次基本計画に基づく実施計画と施策をまとめ、「令和元

年度飲酒運転 ０
ゼロ

をめざす年次報告」を作成し、議会で報告し

ます。また、同内容を県公式ウェブサイトで公表します。

【環境生活部】

Ⅴ－４、Ⅴ－５、Ｖ－６
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参考資料

○ 三重県交通対策協議会 飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会の構成

   「三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす基本計画」に基づき、三重県交通対策協議

会に設置した「飲酒運転０
ゼロ

をめざす部会」は、下記の推進機関で構成され

ています。

番号 推 進 機 関 名

１ 三重県環境生活部くらし・交通安全課

２ 三重県医療保健部健康推進課

３ 三重県教育委員会事務局保健体育課

４ 三重県警察本部交通部交通企画課

５ 国土交通省中部運輸局三重運輸支局

６ 一般財団法人三重県交通安全協会

７ 一般社団法人三重県自家用自動車協会

８ 一般社団法人三重県安全運転管理協議会

９ 一般社団法人三重県指定自動車教習所協会

10 一般社団法人三重県タクシー協会

11 一般社団法人三重県トラック協会

12 公益社団法人三重県バス協会

13 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター

14 公益社団法人三重断酒新生会

15 三重県小売酒販組合連合会
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